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(57)【要約】
　液剤送達装置及び方法が記載されており、ここでは当
該装置は、予荷重力下で薬物パッケージに動作可能に接
続した圧電式チップを有する圧電式作動装置を備えても
よい。当該作動装置は、薬剤パッケージ内に音圧を発生
させ、孔から、例えば眼の角膜表面に薬剤の液滴又は連
続流を分注するように構成している。圧電式作動装置は
、作動装置及び収容部に対して薬物パッケージを迅速に
分離し、また着実に固定させることが可能な接続機構を
介して薬物パッケージから着脱可能である。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液剤を放出するための装置であって、
　前記装置は、
　選択した周波数で振動するように構成した圧電式作動装置、
　分注する液剤を収容するアンプル、および、
　振動伝達させる前記アンプルを前記圧電式作動装置と取り外し可能に接続するように構
成した取付け機構を、備え、
　前記アンプルは、液剤リザーバ及び孔を備え、
　前記アンプルは、前記圧電式作動装置に接続したときに所定の配向に位置合わせするこ
とを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記圧電式作動装置は基板プレート、及び前記プレートに取り付けた１つ以上の圧電セ
ラミック素子から成り、前記１つ以上の圧電セラミック素子は、前記圧電式作動装置の共
振周波数で動作可能であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記変換器の共振周波数は前記基板の長軸に沿って前記基板を伸縮させる振動モードを
付与することを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記基板はアルミニウム又は炭素鋼から製造されるプレートを備えることを特徴とする
請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記圧電セラミック素子は前記基板の反対側の表面に固定することを特徴とする請求項
２に記載の装置。
【請求項６】
　前記圧電セラミック素子が複数あれば同じ極性配向及び電気的接続を有し、それにより
前記プレートらは同時に、かつそれらの間の位相変位を伴わずに伸縮することを特徴とす
る請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記液剤リザーバは眼科組成物を収容することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記液剤リザーバの体積は約３０００μＬであることを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項９】
　前記孔を封止するように構成した遮断弁を更に備えることを特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項１０】
　前記プレートの固有周波数と等しい周波数で前記圧電セラミック素子を作動するように
構成した信号発生器を更に備えることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１１】
　前記プレートの固有周波数は前記プレートの長軸方向固有周波数を含むことを特徴とす
る請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記信号発生器は前記アンプルを作動し、７～１０マイクロリットルの用量を送達する
ように構成していることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記信号発生器は５０～１０００ｍｓの間、前記アンプルを作動するように構成してい
ることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記信号発生器は液剤の連続流の形態で前記孔から液剤を分注するように構成している
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ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記孔を目の表面に位置合わせするための光学固定具を更に備え、前記光学固定具は前
記孔に対して平行かつ補正位置にある光源を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置
。
【請求項１６】
　補正値は３～２０ｍｍであることを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　液剤を放出するための装置であって、
　前記装置は、
　平坦な基板を画定する変換器を有する収容部、
　前記基板に取り付けられた１つ以上の圧電式作動装置であって、前記１つ以上の作動装
置はプラットホームの平面内で長軸方向に振動するように構成している、圧電式作動装置
、
　前記プラットホームに固定するように構成し、導管を有し、孔を前記導管の第１端部に
て画定し、液剤リザーバを前記導管の第２端部の近傍又は第２端部にて画定する液剤パッ
ケージ、及び、
　前記液剤パッケージが前記プラットホームに固定されているときに前記収容部内部又は
収容部上に、かつ前記孔の近位に配置され、前記導管に対して補正位置で平行に位置合わ
せして配置された光源、を備えることを特徴とする装置。
【請求項１８】
　前記液剤パッケージは前記プラットホームから取り外し可能に固定することが可能であ
り、それにより前記液剤パッケージは前記プラットホームに固定した時に所定の配向に位
置合わせされることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記液剤パッケージは、所定の配向で前記液剤パッケージを前記プラットホームに位置
合わせする１つ以上のマグネットを介して取り外し可能に固定することが可能であること
を特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記１つ以上の作動装置の作動により、前記導管を通る１つ以上の音響パルスが前記孔
を通過して前記液剤を排出することを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　補正値は３～２０ｍｍであることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記１つ以上の作動装置は前記プラットホームの反対側の表面に固定した２つの圧電セ
ラミックプレートを備えることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　前記圧電セラミックプレートらは同じ極性配向及び電気的接続を有し、それにより前記
プレートらは同時に、かつそれらの間の位相変位を伴わずに伸縮することを特徴とする請
求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記液剤リザーバは眼科組成物を収容することを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２５】
　前記液剤リザーバの体積は約３０００μＬであることを特徴とする請求項１７に記載の
装置。
【請求項２６】
　前記孔を封止するように構成した遮断弁を更に備えることを特徴とする請求項１７に記
載の装置。
【請求項２７】
　前記プラットホームの固有長軸方向周波数と等しい周波数で前記プラットホームを作動
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するように構成したパルス発生器を更に備えることを特徴とする請求項１７に記載の装置
。
【請求項２８】
　前記パルス発生器は前記液剤パッケージを作動し、７～１０マイクロリットルの用量を
送達するように構成していることを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記パルス発生器は５０～１０００ｍｓの間、前記液剤パッケージを作動するように構
成していることを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項３０】
　前記信号発生器は液剤の連続流の形態で前記孔から液剤を分注するように構成している
ことを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項３１】
　液剤を放出するための装置であって、
　前記装置は、
　平面を画定するプラットホームを有する収容部、
　前記プラットホームの第１部分に固定した１つ以上の作動装置であって、前記１つ以上
の作動装置は前記プラットホームの平面内で長軸方向に振動するように構成している、作
動装置、
　導管を有する液剤パッケージであって、前記液剤パッケージは孔を前記導管の第１端部
にて画定し、液剤リザーバを前記導管の第２端部の近傍又は第２端部にて画定する、液剤
パッケージ、
　前期プラットホームの第２部分に固定した第１取付け機構、及び、
　前記薬物パッケージに固定した第２取付け機構、を備え、
　前記第２取付け機構は対応する方式で前記第１取付け機構と取り外し可能に接続するよ
うに構成し、それにより前記薬物パッケージは所定の配向で前記収容部に位置合わせする
ことを特徴とする装置。
【請求項３２】
　前記液剤パッケージが前記プラットホームに固定されているときに前記収容部の内部又
はその上に、かつ前記孔に近接させて配置した光源を更に備え、前記光源は前記導管に対
して補正位置で平行に位置合わせして配置されていることを特徴とする請求項３１に記載
の装置。
【請求項３３】
　補正値は３～２０ｍｍであることを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記プラットホームに固定した時に所定の配向に前記液剤パッケージを位置合わせでき
るように、前記液剤パッケージは前記プラットホームから取り外し可能に固定できること
を特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　前記１つ以上の作動装置の作動により、前記導管を通る１つ以上の音響パルスが前記孔
を通過して前記液剤を排出させることを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　前記１つ以上の作動装置は前記プラットホームの反対側の表面に固定した２つの圧電セ
ラミックプレートを備えることを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３７】
　前記圧電セラミックプレートらは同じ極性配向及び電気的接続を有し、それにより前記
プレートらは同時に、かつそれらの間の位相変位を伴わずに伸縮することを特徴とする請
求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記液剤リザーバは眼科組成物を含むことを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
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　前記液剤リザーバの体積は約３０００μＬであることを特徴とする請求項３１に記載の
装置。
【請求項４０】
　前記孔を封止するように構成した遮断弁を更に備えることを特徴とする請求項３１に記
載の装置。
【請求項４１】
　前記プラットホームの固有長軸方向周波数と等しい周波数で前記プラットホームを作動
するように構成したパルス発生器を更に備えることを特徴とする請求項３１に記載の装置
。
【請求項４２】
　前記パルス発生器は前記液剤パッケージを作動し、７～１０マイクロリットルの用量を
送達するように構成していることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記パルス発生器は５０～１０００ｍｓの間、前記液剤パッケージを作動するように構
成していることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記パルス発生器は液剤の連続流の形態で前記孔から液剤を分注するように構成してい
ることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記第１取付け機構及び／又は第２取付け機構はマグネットから成ることを特徴とする
請求項３１に記載の装置。
【請求項４６】
　液剤を放出する方法であって、
　前記方法には、
　液剤パッケージがプラットホームに固定されているときに所定の配向に位置合わせされ
るように液剤パッケージをプラットホーム上に配置し、前記液剤パッケージは導管を有し
、前記導管は孔を前記導管の第１端部にて画定し、液剤リザーバを前記導管の第２端部の
近傍又は第２端部にて画定する工程、
　前記プラットホームにより画定された平面内で１つ以上の作動装置が長軸方向に振動す
るように、前記プラットホームに固定された前記１つ以上の作動装置を作動する工程、及
び、
　導管を通じて生成された１つ以上の音響パルスを介して前記液剤リザーバから前記孔を
通過して液剤を放出する工程、が含まれることを特徴とする方法。
【請求項４７】
　前記液剤パッケージを位置決めする工程には、前記プラットホームに固定した第１取り
付け機構を、対応する方式で前記液剤パッケージに固定した第２取り付け機構に取り外し
可能に接続し、前記液剤パッケージが所定の配向で収容部に位置合わせされるようにする
工程が含まれることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記１つ以上の作動装置を作動させる工程には、前記プラットホームの反対側の表面に
固定した２つの圧電セラミックプレートを振動させる工程が含まれることを特徴とする請
求項４６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記１つ以上の作動装置を作動させる工程には、パルス発生器を作動して前記プラット
ホームの固有長軸方向周波数に等しい周波数で前記プラットホームを振動させる工程が含
まれることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項５０】
　前記液剤を放出する工程には、７～１０マイクロリットルの用量を放出する工程が含ま
れることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項５１】
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　前記液剤を放出する工程には、５０～１０００ｍｓの間に液剤を放出する工程が含まれ
ることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項５２】
　前記液剤を放出する工程には、液剤の連続流の形態で液剤を前記孔から放出する工程が
含まれることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項５３】
　前記液剤を放出する工程には、眼科組成物を放出する工程が含まれることを特徴とする
請求項４６に記載の方法。
【請求項５４】
　前記液剤を放出する工程には前記孔を塞ぐ弁を開口する工程が含まれることを特徴とす
る請求項４６に記載の方法。
【請求項５５】
　治療すべき眼の光軸に合わせて光源を位置合わせする工程が更に含まれ、前記光源は分
注孔の近位に配置し、また前記導管に対して補正位置で平行に位置合わせして配置するこ
とを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項５６】
　治療すべき眼に液剤を放出する工程が更に含まれることを特徴とする請求項５５に記載
の方法。
【請求項５７】
　治療すべき眼に合わせて光源を案内し、液剤を眼の表面に放出するように前記分注孔を
配置する工程が更に含まれることを特徴とする請求項４６に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、参照によりその全体が本明細書に援用されるところの２０１５年４月１０日
出願の米国特許仮出願第６２／１７８，４６４号に対する優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は液流放出のための、具体的には、限定されるものではないが眼科治療用の局所
投与のための装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　通常の医療用点眼器は大量の、通常約５０μＬの単一液滴を分注する。しかし、ヒトの
眼は通常、一度に角膜表面上にわずか７μＬの液剤しか保持することができないため、量
が多ければ結果として、眼表面から薬剤の一部が溢れ出て、損失をもたらす。また、３０
又は５０μＬといった大量の単一液滴は瞬目反射を生じさせ、角膜から大部分の液剤が除
去され、服薬遵守が不良になるという不都合をもたらす。特許文献１（その全体が参照に
より本明細書に援用される）は、少量の液滴を眼に送達する圧電作動式液滴発生器を含む
、眼への薬物送達用液滴発生装置を記載している。この装置は、エアロゾルを発生させる
ために複数の孔を備えた振動板を使用するネブライザの原理で動作する。このような放出
機構は、使用者に定期的に補充される液剤リザーバに一体的に接続されている。しかし補
充は細菌汚染及び眼感染のリスクを伴う。一般的に、特に眼科用の薬物充填は、使用者が
触れられない厳密に制御された無菌環境で処理しなければならない。　先行技術に記載さ
れたようなエアロゾル送達に関連する別の問題は、エアロゾル流を眼の表面に向けること
は使用者により行い得るということである。分注装置と眼とにずれがあると投薬が不正確
となる。
【０００４】
　本発明は、治療用液剤を眼の表面又は結膜組織に放出するための装置を提供する。当該
装置は、圧電式作動装置に着脱可能な使い捨て滅菌薬物アンプルを有効に利用し、これに
より、再充填の必要性を排除し、細菌汚染の可能性を抑え、その後の操作のために圧電式



(7) JP 2018-515153 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

作動装置を再利用する費用効果的なアプローチを提供する。本発明は更に、単一流の送達
、及び作動前に液流を眼に位置合わせする機構を提供し、簡便かつ正確な投薬を確実にす
る。驚くべきことに、単一流を送達すると、眼への衝撃が抑えられ、従って同じ蓄積量の
ミスト又は少量液滴分注の送達と比較して、使用がより簡便になることが分かった。ミス
ト又はスプレーとは異なり、単一流は、眼の表面又は結膜組織上の特定の位置を標的とす
るように正確に配向することが可能である。この特徴は主に、流れの空気力学的挙動に起
因する。具体的には、ミスト送達は一般に、液滴を標的から逸脱させる乱流を発生させ、
一方、液流は空気を突き抜けてより正確に標的領域に到達する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１２／００７０４６７号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、局所投与による眼疾患を治療するための小型液剤放出装置を提供する。当該
装置は、圧電式作動装置、及び分離可能な使い捨て薬物又は液剤パッケージを備える。圧
電式作動装置は、音響エネルギー又は発振など、薬物又は液剤パッケージにエネルギーを
伝達するように構成している。当該装置は、圧電式作動装置に容易に着脱できる薬物の封
入を特徴とする。空の薬物又は液剤パッケージを廃棄することにより、使用者が薬物を充
填する必要性及び細菌汚染のリスクが排除される。
【０００７】
　薬物又は液剤パッケージは、圧電式作動装置によって使い捨て薬物パッケージの外面に
加えられる１つ又は複数の音響パルスにより微小液滴を分注するように構成している。薬
物パッケージは、使用済みパッケージの廃棄を可能にする圧電式作動装置から切り離すこ
とが可能であり、圧電式作動装置はその後、別の薬物又は液剤パッケージと共に再利用す
る。本発明は、眼へ局所的に薬物送達するための費用効果的アプローチを提供する。
【０００８】
　圧電式作動装置は、携帯型装置として、又は光学器具もしくはサングラスなどの眼鏡用
品の付属品として使用可能な小型のモジュールである。１実施形態では、薬物又は液剤パ
ッケージは、眼科製剤を収容する成形同時充填（ｂｌｏｗ‐ｆｉｌｌ‐ｓｅａｌ）パッケ
ージ又はアンプルから成る。
【０００９】
　米国特許公開第２０１２／００７０４６７号（目的に応じてその全体が参照により本明
細書に援用される）は様々な眼科組成物及び治療薬の例を記載しており、これらは本明細
書に記載された装置及び方法で使用してもよい。
【００１０】
　薬剤又は液剤パッケージは、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン又はポリプロ
ピレンなどの熱可塑性ポリマーから形成される。薬物又は液剤パッケージは、薬物リザー
バ、及び１つ以上の孔を有する孔プレートを備える。薬物又は液剤パッケージは更に、薬
物リザーバと孔プレートとを接続する液剤流路を備える。薬物又は液剤パッケージは、薬
物リザーバ及び流路の体積を満たす眼科製剤を収容する。薬剤又は液剤パッケージは場合
により、細菌汚染を防止又は最小限にするために孔プレートの開口部を封止するように構
成した弁を備える。弁は、装置が電気的に作動されると同時に機械的機構により開口でき
る。
【００１１】
　液滴の体積は概して、例えば１００～１０００ｐＬであり、孔の寸法は通常、例えば１
０～１００ミクロンである。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、分注装置には、作動前に分注孔を眼球表面又は下結膜の領域
に位置合わせするか、又はそこに向ける光学機構が備えられる。このような位置合わせに
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より、全用量が眼の表面に確実に到達する。位置合わせ機構は、例えば、ＬＥＤ、レーザ
ー又はランプにより発生した可視波長を有する、視準を合わせた光線を含んでもよい。例
えば、近位及び遠位の開口部を有する管状部材を備えてもよく；遠位開口部は光源の近傍
に配置してもよく、チューブの近位開口部は使用者の眼に近づける。分注装置の作動に先
立って、使用者は治療すべき眼をチューブの近位開口部に位置合わせし、その後、チュー
ブの遠位端の光が視認可能になるまで装置の配向をを操作できる。このように、治療すべ
き眼の光軸又は瞳孔の中心に装置を位置合わせする。チューブの光軸に対する所定のわず
かな補正位置に分注ノズルを配置する。装置が作動すると、液剤流が眼又は結膜組織の標
的表面に到達し、瞳孔からの上述の補正位置で液剤を付着させる。
【００１３】
　光チューブの長さは、例えば２０、３０、又は４０ｍｍであり、その内径は、例えば１
～５ｍｍである。好ましくは、チューブの内面は、光学的に黒色の無反射被膜で被覆する
。
【００１４】
　例えば４～１０μＬの通常の体積を、目を固定する時間、通常１秒未満、好ましくは２
５０ｍｓ以内の間に送達できる。１実施形態では、分注装置は、１つ以上ではあるが通常
例えば２０個未満の孔、好ましくは例えば１０個未満の孔、最も好ましくは単一の孔を備
える。孔は位置合わせチューブの光軸に対して所定の補正位置に配置する。この補正位置
により、眼の光学軸に対して、又は瞳孔の中心もしくは虹彩の中心に対して液剤流をどこ
に付着するかが決定される。通常、補正位置は、垂直もしくは水平方向のいずれかに、又
は垂直及び水平方向の両方に瞳孔の中心から例えば２～２０ｍｍの位置にし得る。
【００１５】
　薬物又は液剤パッケージは除去及び交換可能であり、圧電式作動装置は別の薬物パッケ
ージと共に再使用可能である。１実施形態では、薬物又は液剤パッケージは、薬液の封入
に一般的に利用される無菌式の成形同時充填プロセスにより製造する。このようなプロセ
スは例えば、米国特許公開第２０１３／０３４５６７２号明細書；第２０１２／００１７
８９８号明細書；及び米国特許第５，６２４，０５７号明細書に記載されており、これら
の各々は、目的に応じてその全体が参照により本明細書に援用される。
【００１６】
　当該装置は更に、電気パルス又は波形を発生させ、圧電式作動装置に伝達するように構
成した電子回路を備える。回路は、一般的にハーフブリッジドライバチップ及び２つのＭ
ＯＳＦＥＴトランジスタを備えるハーフブリッジドライバから構成できる。ハーフブリッ
ジドライバは、入力信号を受信し、一対のＭＯＳＦＥＴトランジスタを順次「オン」及び
「オフ」に駆動する切り替え出力を送信する。このように、当該ドライバにより低電圧入
力信号は、圧電式作動装置を駆動可能な高電力電気パルスに変換される。回路は更に、出
力を高電圧レベルに増加させるインダクタを備えてもよい。好ましくは、インダクタのイ
ンダクタンス及び圧電式作動装置の静電容量は、共振時に、選択した出力周波数で動作す
るように調整してもよい。ハーフブリッジドライバチップに送信する入力信号は、マイク
ロプロセッサ又は信号発生器ＩＣ（集積回路）により生成可能である。１実施形態では、
ドライバ、トランジスタ及びマイクロプロセッサは、単一の集積回路上に製造する。好ま
しくは、このようなＩＣは、チップオンボード（ＣＯＢ）封入プロセスを利用してプリン
ト回路基板（ＰＣＢ）に直接取り付け、カプセル封入する。マイクロエレクトロニクスの
分野では、ＣＯＢを使用して回路の寸法を縮小する。回路の入力電圧は、好ましくは、例
えば５ボルト未満、より好ましくは３ボルト未満、更に好ましくは１．５ボルト未満であ
る。エネルギー源は、コンデンサ、電池等の電力供給源により供給してもよく、これらは
必要に応じて再充電可能であってもよい。上述したように、回路を「オン」及び「オフ」
に順次駆動すると、液剤流は個々の液滴として孔から放出される。しかし、インダクタが
追加され、回路の電気的共振で動作するように調整されると、電気出力は正弦波になり、
液剤は個々の液滴にならずに視準を合わせた連続流として放出される。
【００１７】
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　本発明の一般的性質ならびにその特徴及び利点のいくつかを要約したので、特定の好ま
しい実施形態及びその変形例は、以下の図面を参照した本明細書の詳細な説明から当業者
に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】圧電式作動装置の単純化した分解図であり、薬物パッケージは音響パルスにより
液滴を分注するように操作可能である。
【図２】本発明の特定の実施形態に従って操作可能に接続された圧電式作動装置及び薬物
パッケージの簡略図である。
【図３】本発明の特定の実施形態に従った分注孔の断面図である。
【図４】孔封止方法を示す圧電式作動装置の分解図である。
【図５】薬物パッケージの音響空洞を通る詳細部Ａと記された断面図であり、本発明の特
定の実施形態に従った圧電チップにより留められた音響空洞の断面形状を示す。
【図５Ａ】薬物パッケージ及び音響空洞の側面図である。
【図５Ｂ】薬物パッケージ及び音響空洞の上面図である。
【図５Ｃ】薬物パッケージ及び音響空洞の詳細な断面図である。
【図６】長軸方向パルス及び孔プレートを使用する分注アンプルである。
【図６Ａ】図６について説明した圧電式作動装置の正面図である。
【図７】長軸方向パルス及び軸方向パルスの組み合わせを利用するように構成した分注ア
ンプルである。
【図７Ａ】長軸方向パルス及び軸方向パルスの組合せを介して薬物を分注する分注アンプ
ルである。
【図７Ｂ】長軸方向パルス及び軸方向パルスの組合せを介して薬物を分注する分注アンプ
ルである。
【図８】分注アンプルであり、弁は閉鎖配置で示されている。
【図８Ａ】分注アンプルであり、弁は開口配置で示されている。
【図９】本発明の特定の実施形態で説明される圧電式作動装置の組立て体の等角図である
。
【図９Ａ】本発明の特定の実施形態で説明される圧電式作動装置の組立て体の等角図であ
る。
【図１０】本発明の特定の実施形態で説明される圧電式作動装置の筐体の等角図である。
【図１０Ａ】本発明の特定の実施形態で説明される圧電式作動装置の筐体の等角図である
。
【図１１】本発明の特定の代替的実施形態に従った変換器プレートである。
【図１１Ａ】その長さに対する変換器プレートの発振振幅を示すグラフである。
【図１２】本発明の特定の実施形態に従った変換器プレートとアンプルとの組立て体であ
る。
【図１３】本発明の特定の実施形態に従った機械的発振器プレートとアンプルとの組立て
体である。
【図１４】使い捨て薬物アンプルを発振するように構成された圧電式変換器である。
【図１５】変換器及びアンプルを側面から示す分解図である。
【図１６】変換器及びアンプルを底面から示す分解図である。
【図１７】収容部内にアンプル及び変換器を備える分注組立て体の分解図である。
【図１８】使用前及び使用中に装置を眼に位置合わせする様式である。
【図１９】高い発振振幅を生じるように構成した代替的変換器の実施形態の斜視図である
。
【図１９Ａ】高い発振振幅を生じるように構成した代替的変換器の実施形態の正面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　本明細書に記載の本発明の好ましい実施形態は、眼疾患を治療するために眼球表面へ薬
物を送達する装置に関する。本明細書に記載のシステム及び方法では、液滴は高周波で分
注するが、前述したように電気信号入力に応じて、単一液滴形式又は連続流で分注する。
液滴が生じると、それらは概して、約数百ピコリットル～約１ナノリットルの範囲の極少
体積を有する。一般的に、このような体積の液滴、又は連続的に視準を合わせた単一流は
、瞬目反射を起こさない。
【００２０】
　第１の態様の実施形態では、分注装置は、使い捨ての、取り外し可能な、又は分離可能
な薬物又は液剤パッケージを有効に利用し、その後に更に使用するために、圧電式作動装
置又は変換器を望ましく保持し、これにより、更なる動作のために圧電式作動装置又は変
換器を再使用する経済的かつ費用効果の高いアプローチを提供する。
【００２１】
　図１及び図２は、いくつかの実施形態に従った圧電式作動装置（１１０）を示す。圧電
式作動装置は、予荷重力の下で薬物又は液剤パッケージ（１２０）に動作可能に接続した
圧電式チップ（１１４）から成る。作動装置（１１０）は薬物又は液剤パッケージ内に音
圧を発生させ、孔（１２４）から眼の角膜表面へ眼科組成物の液滴を分注するように構成
している。図１及び図２に示し、更に本明細書で以下に説明しているように、圧電式作動
装置（１１０）は薬物パッケージから着脱可能である。 
【００２２】
　図１に示すように、装置（１００）は、薬物又は液剤パッケージ（１２０）及び圧電式
作動装置（１１０）を備える。薬物又は液剤パッケージ（１２０）は、分注される眼科組
成物を収容する隆起部（１２２）を備える熱可塑性体から成る。薬物又は液剤パッケージ
（１１０）は更に、隆起部から延在して先端部位（１２７）で終わる細長いノズル又は導
管（１２６）を備える。導管（１２６）は、隆起部（１２２）と液連通する内部液剤流路
（図示せず）を備える。導管（１２６）は更に、先端（１２７）に近い分注孔（１２４）
、及び先端に遠く、隆起部（１２２）に近い音響空洞（１２３）を備える。いくつかの実
施形態では、隆起部（１２２）と音響空洞との距離は約５～１５ｍｍであり、音響空洞（
１２３）と孔との距離は３０～６０ｍｍである。このように、圧電式作動装置（１１０）
は、分注孔（１２４）又は眼の遠位にあることが都合が良い。
【００２３】
　薄壁膜（１２３‐Ａ）で封止した円筒形チャンバを備える音響空洞（１２３）。薬物又
は液剤パッケージ（１２０）は、作動装置（１１０）によりパルス変位が薄壁膜（１２３
‐Ａ）の表面上に現れる度毎に微小液滴を分注するように構成している。そのようなパル
ス変位は音響空洞（１２３）内の音圧を発生させ、その後、音圧は導管（１２６）内で液
剤を介して孔（１２４）に向かって伝播し、一方、液滴は眼の表面に単一液滴形態で分注
される。
【００２４】
　圧電式クランプ及び電子回路を備える圧電式作動装置（１１０）。圧電式クランプはば
ね圧下で留めて音響空洞にパルス変位を掛けるように構成している。
【００２５】
　圧電式差動装置（１１０）は、選択した周波数で電気パルスを発生できるプリント回路
基板（ＰＣＢ）（１１５）を備える。図２を参照すると、ＰＣＢ（１１５）は、薬物又は
液剤パッケージ（１２０）を支持するための剛性基板としても機能している一方で、圧電
式チップ（１１４）によって予め荷重を受けていることが分かる。「Ｌ」形状のばね部材
（１１１）の自由端に圧電式チップ（１１４）を取り付け、ばねの他端は、各々が半田接
合でＰＣＢに取り付けられた２つの脚部（１１１‐Ｂ）へと分裂していることが分かる。
圧電式チップ（１１４）は、限定するものではないがＬＯＣＴＩＴＥ（登録商標）Ｈｙｓ
ｏｌ（登録商標）タイプＥ‐３０ＣＬなどの構造エポキシ接着剤により自由端（１１１‐
Ｃ）に取り付ける。ばね部材（１１１）は、約５～１０ニュートンを掛けて表面（１２３
‐Ａ）に向けて圧電チップ（１１４）に予め荷重を与えられるように寸法決めする。いく
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つかの実施形態では、ばね部材（１１１）はベリリウム銅製である。いくつかの実施形態
では、ばね部材（１１１）は、ニッケルメッキを施したバネ鋼製である。ばねの厚さは０
．３～０．７ｍｍの範囲である。
【００２６】
　薬物又は液剤パッケージ（１２０）は、矢印（１２７‐ＩＮ）及び矢印（１２７‐ＯＵ
Ｔ）に示される方向に作動装置１１０へ挿入することも、又はそこから取り外すことも可
能である。図１は装置（１００）の分解図であり、圧電式作動装置（１１０）から外した
薬物パッケージ（１２０）を示し、 図２は作動装置（１１０）に動作可能に接続した薬
物又は液剤パッケージ（１２０）を示す。
【００２７】
　圧電式チップ（１１４）は、Ｔｈｏｒｌａｂｓ社（米国、ニュージャージー州、Ｎｅｗ
ｔｏｎ）製のモノリシックな同時焼成圧電セラミック積層体モデルＰＡ３ＣＥから成る。
チップは、交流電圧の入力下で伸縮する。同時焼成した圧電セラミック積層体は、一般に
１～５ミクロンの範囲の大規模な変位を生じさせる。これと比較して、単結晶圧電セラミ
ック素子は０．１～０．５ミクロンの範囲の変位を生じさせるため、通常、発振構造体へ
構造的に取り付けることが必要である。従って、同時焼成した圧電セラミック積層体によ
り、薬物又は液剤パッケージの分離が可能になり、また経済的で、費用効果が高く、実用
的な解決策を可能にする。
【００２８】
　１実施形態では、装置は１つ以上の孔を有してもよい。通常、各孔の直径は１０～１２
０ミクロンの範囲にある。
【００２９】
　図３は各孔の断面形状である。孔は概して先細形状又は口広がり形状であることが分か
るが、広い側の開口部（１２４‐Ａ）は液剤入口であり、狭い側の開口部（１２４‐Ｂ）
は液滴出口である。いくつかの実施形態では、孔はＭｙｌａｒ（商標）又はＫｅｖｌａｒ
（商標）（ＤｕＰｏｎｔ社、米国、デラウェア州、Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ）などのポリア
ミドフィルム上に別々に形成される。孔は、インクジェットノズルプレートの製造に一般
的に利用されるレーザ焼灼プロセスによりエッチングする。図４は孔（１２４）を有する
ポリアミドフィルム（１２６）を示す。フィルムは、感圧性接着剤により薬物又は液剤パ
ッケージに貼り付ける。薬物又は液剤パッケージ（１２０）には更に、孔（１２４）上の
ポリアミドフィルム（１２６）に接着剤で取付けて薬物又は液剤パッケージ（１２０）を
密閉封止し、保管中の細菌汚染を防止する封止テープ（１２７）が備えられる。封止テー
プ（１２７）は、薬物カートリッジ使用の直前に剥離してもよい。好都合にも、封止テー
プ（１２７）の縁部（１２８）は薬物パッケージの縁部から延在しており、このように、
封止テープは使用直前に延長縁部（１２８）で引っ張ることにより容易に剥離できる。封
止テープ（１２７）には、薬物パッケージ使用前に封止テープを剥がす必要がある旨を示
すためのラベルを付けてもよい。
【００３０】
　図５及び図５Ａは、矢印Ａ‐Ａで示される方向における薬物又は液剤パッケージ（１２
０）の厚さ方向の断面図である。図５は、薬物又は液剤パッケージ（１２２）に沿って薬
物リザーバ（１２２）から音響空洞（１２３）を通過して孔（１２４）に延在する液剤流
路（５０１）を示す断面図である。薬物リザーバ（１２２）と音響空洞（１２３）との間
に延在する流路（５０１）の部位は詳細Ｂで記された図５Ｃの拡大詳細図に示されている
。図５Ｃを参照すると、薬物リザーバ（１２２）と音響空洞（１２３）とを接続する流路
の部位には縮小部（５０１‐Ｎ）があることが示されている。縮小部（５０１‐Ｎ）は、
音響空洞（１２３）からリザーバ（１２２）への音圧波の伝播を制限する。これは薬物リ
ザーバへの音圧散逸を制限し、孔（１２４）に達する圧力波が望まし更に強くなる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、流路（５０１）の断面積は０．２５～１ｍｍであり、縮小部
部位（５０１‐Ｎ）の断面は約５０～９０％小さい。縮小部（５０１‐Ｎ）の断面積は、
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矢印Ｒ‐Ｒ及びＣ‐Ｃに示されるように音波が伝播する有効面積である。断面形状は円形
でも矩形でもよいが、これらに限定されるものではない。
【００３２】
　流路（５０１）の末端部位は薬物リザーバ（１２２）への通気口として使用する。流路
の末端部位（５０１‐Ｖ）は薬物リザーバからタブ部位（５０３）まで延在する。使用前
にタブを折り、流路（５０１‐Ｖ）の開口部が大気に曝される。通気は、使用中の薬物リ
ザーバ内の真空増大を防止するために必要である。排気口は、例えば空気媒介微生物等の
０．２ミクロンより大きい粒子をろ過する多孔質ポリエチレンプラグから形成する。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、薬物リザーバ（１２２）の直径は例えば８ｍｍ～１４ｍｍで
あり、その容積は例えば０．５ｍＬ～３．０ｍＬ（３０００μＬ）の範囲内である。いく
つかの実施形態では、音響空洞の直径は５～８mmであり、その容積は３０～１００μＬで
ある。
【００３４】
　音響空洞（１２３）と孔（１１４）との間にある流路（５０１）の長さは、図５の文字
Ｌで示されている。いくつかの実施形態では、動作周波数は、流路（５０１）内にある液
剤の固有周波数である。固有周波数は下記式に基づく。
【００３５】
【数１】

【００３６】
　Ｃ、Ｌに代入し、ｉ＝１とする場合、流路（５０１）内の液剤の固有周波数は１９，５
００Ｈｚであることが分かり、従って電子回路の動作周波数も１９，５００Ｈｚでなけれ
ばならない。液剤分注の量は、圧電式作動装置がこの周波数で動作するサイクル数により
決まる。
【００３７】
　液剤流路（５０１）、薬物リザーバ（１２２）及び音響空洞（１２３）を備える図５の
断面図に示す内部液剤経路は全て親水性被膜剤で処理し、これは表面張力を高め、薬物又
は液剤パッケージ（１２０）の全内部液剤経路を介した強力な毛管力ならびに音響空洞内
の強力な流体‐固体結合を生じさせる。特に効果的な被膜剤は、Ｌｏｔｕｓ　Ｌｅａｆ　
Ｃｏａｔｉｎｇ社（米国、ニューメキシコ州）製のＨｙｄｒｏｐｈｉｌ（商標）である。
【００３８】

【数２】

【００３９】
　圧電チップに直列に接続した２．２２ｍＨの値のインダクタは回路を共振させ、その結
果、バッテリの電圧レベルは通常、例えば５、１０、２０倍増加する。本発明では、液滴
の寸法は５００ｐＬ（ピコリットル）の範囲内である。対照的に涙腺の涙流量は約１μＬ
／分であり、従って、このような量は例えば約０．１秒の間に１９，５００Ｈｚの周波数
で２０００パルスを発生させることにより生成可能である。
【００４０】
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　図６は、目的に応じて参照によりその全体が本明細書に援用されるところの米国特許公
開第２０１２／０３０４９２９号に記載される分注原理に部分的に基づく代替的分注装置
を示す。
【００４１】
　分注装置の実施形態は、使い捨てかつ取り外し可能な、又は分離可能なアンプル又はバ
イアルを有効に利用しながら、その後の更なる使用のために圧電式作動装置又は変換器を
保持することによって、使用者が薬物を補充する必要性を排除し、細菌汚染の可能性を抑
制し、多様な眼科治療などの更なる操作のために圧電式作動装置又は変換器を再利用して
経済的かつ費用効果の高いアプローチを提供する。
【００４２】
　図６は、薬物アンプル（６０２）及び圧電式変換器（６０１）を示す。アンプルは、薬
物隆起部（６０２Ｂ）、及びチューブ端部に取り付けられた孔プレート（６０５）を備え
るチューブ（６０２Ｔ）から成る。変換器（６０１）には概して、クランプの一方に圧電
式チップ（６０８）を有し、クランプの他方に金敷（６０４）を有するＣ‐クランプ（６
０９）が設けられる。クランプは、本明細書において以下に更に説明するように、アンプ
ル（６０２）のチューブ（６０２Ｔ）に接続する。
【００４３】
　予め荷重するＣ‐クランプ（６０１）及びアンプル（６０２）は、矢印（６１２）に示
される軸方向の引っ張り力又は押力を掛けることによりそれらを係合又は離脱させる軽い
圧力締り嵌めで係合される。好都合にも、引っ張り力又は押力は例えば１０ニュートンよ
り小さい。
【００４４】
　動作時には、電圧パルスのバーストが圧電式チップ（６０８）を作動し、チップは金敷
（６０４）方向に伸縮し、半径方向の力（６１１）がチューブ（６０２Ｔ）の壁に加わる
か、又は掛かる。この半径方向の力（６１１）により、チューブ壁が多少変形し、半径方
向に変位する。更に、音響応力波は、チューブのクランプ領域から、チューブ（６０２Ｔ
）の壁を通過し、チューブ先端（６０３）に向かって、軸方向又は長軸方向に伝播するか
、又は伝達され、チューブ先端は軸方向又は長軸方向に運動し、軸方向に変位又は移動す
る。従って、応力又は圧力波がチューブ壁を長軸方向又は軸方向に通過し、チューブの半
径方向運動（６１１）はチューブ（６０３）の先端の軸方向又は長軸方向運動（６１２）
に伝達又は変換される。
【００４５】
　１サイクルの完了時に、チューブ（６０２Ｔ）は半径方向外側へのチューブ運動（６１
１）及びチューブ先端の軸方向運動の後退（６１２）により非作動状態に戻る。交流電圧
の複数のパルスが圧電式チップ（６０８）を伸縮させると、チューブ先端（６０３）は複
数の軸方向又は長軸方向に発振する。軸方向の発振は、孔プレート（６０５）を発振し、
孔プレート（６０５）から液滴（６０７）を放出させる。
【００４６】
　本実施形態及び他の実施形態では、孔プレートから放出された液剤は液滴として説明し
ている場合もあるが、放出された液剤は、互いに分離した個々の液滴として放出しても、
又は変換器が作動しなくなるまで（又は、液剤がなくなるまで）分離せずに液剤の連続流
として放出してもよい。液剤の連続流の放出は、本実施形態、又は本明細書に記載の他の
実施形態のいずれかにおいて実施できる。
【００４７】
　図６Ａは、金敷（６０１）及び圧電式チップ（６０２）を示す実施形態（６００）の正
面図である。金敷は、金敷へのチューブの適切な固定を助けるＶ形状の溝によりチューブ
と係合していることが分かる。
【００４８】
　通常、チューブの外径は例えば約１～４ｍｍであり、内径は例えば０．５～２．５ｍｍ
である。
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【００４９】
　図７及び図７Ａは、液滴の蒸気を扇形状の噴霧パターンで分散させるように構成した変
換器を備える代替的な好ましい実施形態である。このような分散は、角膜表面に対する液
剤の衝撃力を減少させ、瞬目反射を低減し、治療をより簡便にする。金敷（６０４）は２
つの係合アーム（６０４Ａ）及び（６０４Ｂ）を有するＵ字形状であり、圧電式チップ（
６０８）は金敷（６０４）の２つの係合アーム間でクランプの反対側に配置する。このよ
うに、圧電式チップの変位は、上述したような軸方向変位に加えて、チューブ（６０２Ｔ
）の屈曲運動を引き起こす傾向にある。その結果、液滴（６０７）は、軸方向及び半径方
向の両方で加速し、これにより円錐形状又は扇形状のパターンを形成する。このような分
布にすると、角膜表面に対する液滴の衝撃力が減少する。
【００５０】
　図８及び図８Ａは、分注の実施形態のいずれかにおいて使用し得る使い捨てアンプル（
８００）を示す。アンプル（６０２）は、孔プレート（６０５）の開口部を封止する遮断
弁（８００）を備え、細菌汚染が孔の開口部を通過することを防止又は低減する。機械的
弁は、圧電式作動装置の起動時に開口する。更に以下で説明するように、弁（８００）と
同時に電子スイッチを動作させるために機械的連係機構が設けられている。弁（８００）
は、封止部材（８０３）、可撓性連係機構（８０４）及び押し込み式柱脚（８０４）を備
えていた。図示のように、柱脚（８０２）に掛けられる作動力（８０１）は可撓性連係機
構（８０４）を屈曲させ、それにより封止部材（８０３）を孔から離すように移動させる
。ベクトル（８０１）は、弁（８００）を開口させる力及び方向を示す。アンプル（６０
２）は、例えば０．５、１、２、３又は４ｍＬの液剤を収容できるが、通常は、例えば５
ｍＬ未満である。孔プレートは通常、例えば１０～８０ミクロンの範囲内の１つ以上の孔
を備えることが可能である。孔の寸法は一般的に、使用する液剤の粘度及び流動動態に依
存する。孔プレート（６０５）の直径は通常、例えば１．５、２、３、４ｍｍであるが、
一般的に、例えば５ｍｍ未満である。孔の数及びその直径は液剤の流動動態に依存し、一
般的に、例えば７～１０マイクロリットルの用量を例えば５０～１０００ミリ秒以内に眼
表面に送達するように構成している。
【００５１】
　図９及び図９Ａは、図７について上記に説明したような分注装置の組み立て体の２つの
斜視図である（番号は図７と対応する）。組み立て体（９００）は、図８について説明し
たような弁を備える圧電式作動装置（６０８）及び薬物アンプル（６０２）を示す。分注
装置（９００）は更に、作動に先立って分注孔を眼（９２０）の眼球表面に位置合わせす
るか、又は向けるための光学手段を更に備える。このような位置合わせにより、液滴の液
流、又は孔から放出される液剤（６０７）の連続流が眼の表面に確実に到達する。位置合
わせ機構には、眼の近位にある１つの開口部、及び発光ダイオード（９０４）やレーザ等
の光源の近くに配置された眼の遠位にある第２開口部を有するチューブ部材（９０５）が
備えられてもよい。チューブ部材（９０５）の軸はアンプルチューブ（６０２Ｔ）の軸と
平行である。分注装置を作動させる前に、使用者は、チューブの遠位端にあるＬＥＤ光（
又は他の光源）が視認可能になるように、視界をチューブの近位開口に位置合わせする。
このように、装置を眼（９２０）の光軸（９０６）又は瞳孔（９２２）の中心に位置合わ
せする。分注ノズルは、チューブの光軸に対する所定の補正位置（「オフセット」）で位
置決めする；従って、装置を作動すると、液滴の液流又は液剤（６０７）の連続流が眼の
表面に到達し、瞳孔（９２２）から上述の補正位置（オフセット）で付着する。１実施形
態では、補正値は例えば約３～１０ｍｍである。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、光チューブ（９０５）の長さは、例えば２０、３０又は４０
ｍｍであり、その内径は例えば１～５ｍｍである。好ましくはチューブの内面は、光学的
に黒色の無反射被膜剤で被覆する。
【００５３】
　他の代替的な実施形態では、眼の適切な部分に液剤（６０７）の液流を確実に送達させ
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光軸と位置合わせするのではなく、代わりに、患者以外の者、例えば医師、看護師、家族
等によって眼に光を向けることが可能であり、それにより光源は、液剤（６０７）の液流
を眼の表面に向けるための照準又は案内装置として機能する。
【００５４】
　分注組立て体は、バッテリ（９０３）及びパルス発生器回路を備えるプリント回路基板
（９０２）上に設置又は組み立てる。
【００５５】
　分注装置（９００）を眼の電気スイッチ（９０９）の光軸に位置合わせした後、分注装
置（９００）は電気スイッチ（９０９）を押すことにより作動する。矢印（９１０）は作
動ベクトルである。電気スイッチ（９０９）は更に、図８について説明したように、アン
プル（６０２）の弁を開口するために柱脚（８０２）を押す連係機構（９０８）を備える
。従って本発明では、分注ノズルは通常閉鎖しているが、装置（９００）の作動中は一時
的に開口する。
【００５６】
　図１０及び図１０Ａは、分注組立て体を備える分注装置（１０００）の筐体を示す。上
述したように、装置（１０００）は光チューブを用いて眼（９２０）に位置合わせする。
装置（１０００）は２つの電気スイッチを備え、第１スイッチ（１００２）は、図９に記
載されているようにＬＥＤ光、レーザ等を作動し、第２スイッチ（９０９）は、装置が眼
（９２０）に位置合わせされると、ディスペンサを作動する。使用時、装置（９００）は
親指と中指との間に保持し、ＬＥＤスイッチ（１００２）が位置合わせ中に中指によって
押されてオンになるようにする。装置が目に位置合わせされると、人差し指で装置スイッ
チ（９０９）を押し、装置を起動する。液剤（６０７）の液滴又は液流は装置から眼（９
２０）の表面に放出される。
【００５７】
　図１１は、本明細書に以下で更に説明するように、使い捨て薬物アンプルを発振し、眼
の角膜表面に沿って液滴又は液剤流を分注するように構成した圧電式変換器を使用する代
替的な好ましい実施形態を示す。図示のように、長さ（Ｌ‐プレート）、幅（Ｗ‐プレー
ト）及び厚さ（Ｔ‐プレート）を有する平坦なアルミニウム製基板プレート（１１０１）
から成る変換器（１１００）。１対の圧電セラミックプレート（１１０２）及び（１１０
３）は、好ましくは基板プレート（１１０１）の遠位端に非常に近接させて、基板プレー
ト（１１０１）の下面及び上面に構造的に取り付ける。重要なこととして、２つの圧電式
プレートが同じ方向で同時に、かつそれらの間の位相変位を伴わずに伸縮するように、２
つの圧電セラミックプレートは同じ極性配向及び電気的接続を有する。このように、圧電
セラミックプレートの下の基板プレート（１１０１）の遠位端に均一な長軸方向の応力が
生じる。圧電セラミックプレートは、アルミニウム製プレート（１１０１）の共振長軸方
向周波数に等しい周波数で動作するパルス発生器に接続する。その結果、応力はプレート
に沿って前後に伝播し、プレートは高振幅で振動し、矢印（１１０５）で示すようにその
長さ（Ｌ‐プレート）が伸縮する。変換器プレート（１１０１）には更に、近位端に近い
変換器プレート（１１０１）に一体的に接続され、プレートと共に振動する２つのダウエ
ルピン（１１０６）が備えられる。好ましい実施形態では、アルミニウム製基板プレート
の長さ（Ｌ‐プレート）は例えば７５ｍｍであり、幅（Ｗ‐プレート）は例えば２５ｍｍ
であり、厚さ（Ｔ‐プレート）は例えば１ｍｍである。例えば、鋼、ステンレス鋼及びホ
ウケイ酸ガラス等の他の材料と同様、他の寸法を選択してもよい。
【００５８】
　変換器プレートの固有長軸方向周波数又は共振長軸方向周波数は、下記式で計算できる
。
【００５９】
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【数３】

【００６０】
　アルミニウムプレートの第１の固有周波数（ｉ＝１）は３１，４３０Ｈｚであり；第２
の固有周波数（ｉ＝２）は６２，８５０Ｈｚであり；第３の固有周波数（ｉ＝３）は９４
，２８０Ｈｚであること等が分かる。
【００６１】
　好ましくは、動作周波数は第１又は第２の固有周波数３１，４３０Ｈｚであるが、他の
固有周波数を選択してもよい。好都合にも、周波数が低ければ、眼の眼球表面に対する液
滴の衝撃力が低減される。
【００６２】
　図１１Ａは、プレートの長さ（Ｘ軸）に対する振動振幅（Ｙ軸）を示す。振動モード形
状は、下記式に従って算出することも可能である。アルミニウム製プレートの長さに沿っ
た位置ｘにおけるＹ長軸方向変位は、下記式により計算することも可能である。
【００６３】

【数４】

【００６４】
　長軸方向変位は、最大値がプレートの近位縁部及び遠位縁部にあり、最小値振幅がプレ
ートの中心にあり、ｘ＝Ｙ／２＝３７．５ｍｍである余弦プロファイルを有することが分
かる。これは、第１の長軸方向固有周波数では、プレートの中央（ｘ＝３７．５ｍｍ）は
振動しないか、又は実際に振動振幅が非常に小さいことを示している。好ましくは、支持
体の振動への干渉を最小限にするように、アルミニウム製プレートは中心で、又はその近
傍で支持される。好ましい実施形態では、支持体は、好ましくは例えば約０．３、０．４
、０．５ＧＰａの弾性率を有するシリコンゴム、ＥＰＤＭ等の軟質エラストマ材料から形
成される。
【００６５】
　以下で更に説明するように、変換器（１１００）を使用してアンプルを振動させてもよ
い。好ましくは、振幅が最大値になるプレートの近位端の近傍にアンプルを取付ける。プ
レートの固有周波数は、プレートの長さ及び材料特性の関数であるが、荷重、すなわちア
ンプルの重量とはほぼ無関係であり、従って、様々な寸法及びタイプのアンプルを同じ変
換器で使用することも可能である。短めのプレート又は長めのプレートを有する変換器も
選択できるが、一般的に、プレートの長さ（Ｌ‐プレート）は例えば１０ｍｍ～２００ｍ
ｍであり、共振周波数は一般的に例えば５００ＫＨｚより低い。
【００６６】
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　１実施形態では、圧電セラミックプレート（１１０３）及び（１１０２）の長さ（Ｌ‐
圧電）は例えば１０ｍｍである。１実施形態では、圧電セラミックプレート（１１０３）
の長さは、圧電セラミックプレート（１１０２）の長さより長い。１実施形態では、圧電
式プレート（１１０２）の長さ（Ｌ‐圧電）は例えば、圧電式プレート（１１０３）より
２０、３０、５０又は８０％長くてもよい。このような場合、基板プレート（１１０１）
は、屈曲モードと長軸方向モードの重複箇所から成る振動モードを有する。
【００６７】
　１実施形態では、圧電セラミックプレート（１１０３）及び（１１０２）は、Ａｍｅｒ
ｉｃａｎ　Ｐｉｅｚｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ＡＰＣ）社（米国、ペンシルバニア州
、Ｍｉｌｌ　Ｈａｌｌ）製のＡＰＣ８５０又はＡＰＣ８５５などの軟質圧電セラミック材
料から形成されている。
【００６８】
　図１２は、使い捨てアンプル及び再使用可能な変換器を利用する本発明の１実施形態に
従った分注装置（１２００）を示す。装置（１２００）は図１１について説明したような
変換器プレート（１１００）を備える。分注装置（１２００）は更に、図８について説明
したような使い捨てアンプル（６０２）を備える。アンプル（６０２）は、孔プレート（
６０５）の近位に配置した２つの誘導穴（１２０７）を備えた設置部位を備える。図示の
ように、アンプル（６０２）は２つのダウエルピン（１１０６）を２つの誘導穴（１２０
７）に挿入することにより変換器（１１００）に取り付ける。このように、アンプルは、
穴（１２０７）とダウエルピン（１１０６）との締り嵌めにより係止する。図１１につい
て上述したように、長軸方向変換器プレートの近位端及びダウエルピンは高振幅で発振し
、それにより、発振がアンプルの本体及び孔プレート（６０５）に伝達され、次に液滴（
１２１０）の液流を放出する。
【００６９】
　１実施形態では、長軸方向変換器プレートには、プレートの近位端で屈曲モードを生じ
るように構成した第３の圧電セラミックプレート（１１０２）が備えられる。このような
屈曲モードは、液滴（１２１０）を分散させ、眼に対する液滴の衝撃を低減する。１実施
形態では、圧電セラミックプレート（１１０３）の長さは、例えば２０ｍｍであり、圧電
セラミックプレート（１１０２）の長さは、例えば１０ｍｍであり、同様に屈曲モードと
長軸方向モードの重複箇所を形成し、同様に液滴（１２１０）が分散する。
【００７０】
　図１３は、使い捨てアンプル及び再使用可能な変換器を利用する本発明のいくつかの実
施形態に従った分注装置（１３００）を示す。装置（１３００）は、多層圧電式積層体（
１３０６）に駆動される機械的発振器又は変換器（１３０１）を備える。機械的発振器（
１３０１）は、可撓性連係機構により接続された２つの平行なプレートが設けられた本体
を備える。図示のように、第１の平行プレート（１３０２）は静止しており、第２のプレ
ート（１３０３）は振動可能である。２つのプレートは、可撓性連係機構（１３０４）及
び（１３０５）により接続されている。圧電セラミック積層体（１３０６）は、振動可能
なプレート（１３０３）の端部と静止又は固定している支持体（１３０８）との間に配置
する。圧電セラミック積層体は矢印（１３０６）に示されるＸ方向にプレート（１３０３
）の端部に向かって伸縮し、それにより矢印（１３０７）に示されるＸ方向に振動振幅を
プレート（１３０３）に伝達する。しかし、可撓性連係機構（１３０４）は、静止プレー
ト（１３０２）に対する傾斜角度（１３０９）で振動可能プレート（１３０３）に接続し
ていることが分かる。このように、プレート（１３０３）に伝達される振動振幅及び速度
はＸ成分及びＹ成分を有する。第１のＸ成分は圧電セラミック積層体の変位方向にあり、
第２のＹ成分は圧電セラミック積層体の方向に対して垂直である。
【００７１】
　１実施形態では、ＮＥＣ社製圧電セラミック積層体（１３０６）部品番号ＡＥ２０３Ｄ
０４Ｆは、ＴＨＯＲＬＡＢＳ社（米国、ニュージャージー州、Ｎｅｗｔｏｎ）から販売さ
れている。１実施形態では、可撓性連係機構（１３０４）の角度（１３０９）は例えば１
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５０°である。いくつかの実施形態では、機械的発振器（１３０１）は、アルミニウムの
タイプ２０２４などの押出し材料、又はＤｅｌｒｉｎ（商標）などの熱可塑性物質から形
成される。
【００７２】
　分注装置（１３００）は更に、図１２について上述したものと同様の使い捨てアンプル
（６０２）及び２つのダウエルピンを備える。使い捨てアンプルをＸ及びＹ方向に発振す
ると、扇形状又は円錐形状で液滴が分散し、これにより角膜表面に対する液滴の衝撃が低
減される。
【００７３】
　好都合にも、装置（１３００）の動作は、発振器（１３０１）の固有周波数に依存しな
い。装置（１３００）は亜音速周波数で動作し、眼に対する液滴の衝撃力を更に低減する
。好ましくは、圧電セラミック積層体（１３０６）への電気入力信号は急激に上下する矩
形波である。好ましくは、動作周波数は、例えば１０ｋＨｚより低く、より好ましくは例
えば約４ｋＨｚである。周波数が低いと、眼の表面に対する液滴の衝撃力が更に低減され
る。
【００７４】
　図１４は、本明細書で以下に更に説明するように、使い捨て薬物アンプルを振動し、眼
の下結膜の領域に視準を合わせた立体的な流れを分注するように構成した圧電式変換器を
示す。図示のように、変換器（１４００）は長さ（Ｌ‐プレート）、幅（Ｗ‐プレート）
及び厚さ（Ｔ‐プレート）を有する平坦な鋼製基板プレートから成るが、他の実施形態は
他の材料及び寸法を利用してもよい。一対の圧電セラミックプレート（１４０２）及び（
１４０３）は、好ましくは基板プレート（１１０１）の遠位端に非常に近接させて基板プ
レート（１１０１）の下面及び上面に構造的に取り付ける。２つの圧電セラミックプレー
トが同じ方向に同時に、そしてそれらの間で位相変位を伴わずに伸縮するように、２つの
圧電セラミックプレートは同じ極性配向及び電気的接続を有することが好ましい。このよ
うに、圧電セラミックプレートの下にある基板プレート（１１０１）の遠位端に、均一な
長軸方向応力が生じる。圧電セラミックプレートは、鋼製プレート（１４０１）の固有長
軸方向周波数に等しい周波数で動作するパルス発生器に接続する。その結果、応力はプレ
ートに沿って前後に伝播し、プレートの近位端はその長さ（Ｌ‐プレート）を伸縮させる
高振幅で振動する。変換器プレート（１４０１）は、以下に更に説明するように、アンプ
ルを保持及び維持するように働くマグネット（１４０７）を更に備えてもよい。マグネッ
トは、例えば構造用接着剤（Ｌｏｃｔｉｔｅ　ＥｐｏｘｙタイプＥ‐１２０ＨＰなど）に
より変換器プレート（１４０１）の近位端の近傍に一体的に接続する。図１４に示すよう
に、マグネット（１４０７）は、一方に９０度のＶ字形状の輪郭（１４０９）を有し、他
方に平坦な面を有する。他の変形例では、必要に応じて他の取り付け機構も利用してよい
。Ｖ字形状の輪郭（１４０９）がマグネット（Ｎ）の１つの極を画定し、反対側（１４１
０）が第２の反対極（Ｓ）を画定するように、マグネット（１４０７）はＸ軸に沿って分
極される。
【００７５】
　次に、変換器（１４００）及びアンプル（１５００）をそれぞれ側面図及び底面図から
示す２つの分解図である図１５及び図１６を参照する。上述したように、上記の変換器（
１４００）は凹型のＶ字形状輪郭を有するマグネット（１４０７）を備える。アンプル（
１５０１）はその本体に一体的に取り付けられたマグネット（１５０７）を備える。マグ
ネット（１５０７）は矢印形状の輪郭を有する。使用者が変換器（１４００）上にアンプ
ルを配置すると、磁気引力はアンプルを誘引し、変換器に密接に配置し、それにより矢印
形状のマグネット（１５０７）はＶ字形状マグネットと係合する。このように、変換器発
振はアンプルに効果的に伝達され、その結果、アンプルから液剤が放出される。好ましい
実施形態では、２つのマグネットはニオブ、希土類金属から形成される。他の希土類マグ
ネットは、サマリウムコバルト、又は鉄もしくは鋼などの単純磁化強磁性材料などの用途
であってもよい。マグネット（１５０７）は磁化されていない強磁性材料に置き換えても
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よい。２つのマグネットを使用する場合、一方のマグネットの矢印形状と第２のマグネッ
トのＶ字形状の極性は反対である。他の実施形態では、一貫した方式で簡便かつ容易に配
置できるように相補的部分が鍵となっている限り、マグネットはＶ字形状以外の他の構成
で成形してもよい。
【００７６】
　磁力の量に関し、図示した実施形態は概して、少なくとも例えば０．５Ｎのマグネット
間の磁力を利用し、他の実施形態では少なくとも例えば２５Ｎの磁力を利用して、変換器
の振動時に変換器及び収容部に対するアンプル位置を確実に維持する。
【００７７】
　図１７は収容部（１７０４）内にアンプル（１４００）及び変換器（１５００）を備え
る分注組立て体（１７００）の分解図である。収容部（１７０４）は内部にアンプルを配
置するための揺りかご形状の空洞（１７０６）を有する。上述したようにアンプルを空洞
内に配置すると、磁気引力がアンプルを誘引し、アンプルを変換器に係止する。
【００７８】
　分注組立て体（１７００）は更に、ハンドル（１７０５）及び起動スイッチ（１７０３
）を備える。分注組立て体（１７００）は更に、作動前に分注装置を眼の下結膜に位置合
わせする光学機構を備える。位置合わせ機構は所定の直径及び深さを有する小径の穿孔（
１７０２）を備える。光源（図示せず）は穿孔（１７０２）の遠位端内側に配置してもよ
く、一方、穿孔の近位開口部は概して眼に向いている。
【００７９】
　次に、装置を眼にどのように位置合わせするかを示す図１８を参照する。分注装置の作
動に先立って、ライン（１８０３）で示すように穿孔（１７０２）の遠位端の光源が視認
可能になるように使用者は装置の位置合わせをする。このように、穿孔（１７０２）及び
装置自体は、眼の光軸又は瞳孔（１８０４）の中心に位置合わせをする。分注ノズル（１
８０５）は、眼の光軸（１８０３）下方に所定の垂直方向補正位置（オフセット）で自動
的に位置決めされる。従って、装置を作動すると、液剤の液流は瞳孔の下方領域に達し、
上述した位置（オフセット）で付着する。好ましい実施形態では、補正位置は例えば瞳孔
下方に約８ｍｍであり、これにより下結膜（１８０６）の領域に液剤が分注される。好都
合にも、使用者は一方の手で装置のハンドル（１７０５）を保持し、場合により瞼（１８
０１）の下方領域を引き下げ、矢印（１８０１Ａ）に示されるように僅かに引き下げ、起
動スイッチ（１７０３Ｂ）を押し、噴射（１８０２）の明確な経路を確実にする。
【００８０】
　図１９及び１９Ａは、高い発振振幅を生じるように構成した代替的変換器の実施形態の
等角図及び正面図である。変換器（１９００）は、使い捨て薬物アンプルを発振し、角膜
表面又は下結膜に沿って液滴又は液剤流を分注するように構成している。図示のように、
変換器（１９００）は、長さ（Ｌ‐プレート）、幅（Ｗ‐プレート）及び厚さ（Ｔ‐プレ
ート）を有する平坦な鋼製基板プレート１９０６から成る。１対の圧電セラミックプレー
ト（１９０２）及び（１９０３）は、好ましくは基板プレート（１９０６）の遠位端に非
常に近接させて、基板プレート（１９０６）の下面及び上面に構造的に取り付ける。２つ
の圧電式プレートが同じ方向で同時に、かつそれらの間で位相変位を伴わずに伸縮するよ
うに、２つの圧電セラミックプレートは同じ極性配向及び電気的接続を有する。このよう
に、圧電セラミックプレートの下の基板プレート（１９０６）の遠位端に均一な長軸方向
の応力が生じる。圧電セラミックプレートは、プレート（１９０６）の固有長軸方向周波
数に等しい周波数で動作するパルス発生器又は信号発生器に接続する。その結果、応力は
プレートに沿って前後に伝播し、プレートは高振幅で振動し、その長軸（Ｌ‐プレート）
に沿って伸縮する。
【００８１】
　変換器プレート（１９０６）は圧電セラミック素子近傍で比較的広く、基板プレート（
１９０６）の長さ（Ｌ‐プレート）に沿って徐々に先細になっていることが分かる。この
ように、応力分布は遠位端に向かって徐々に増加する。図示のように、変換器の遠位端の
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発振振幅（１９０８）は、圧電セラミック素子が配置される近位端近傍の発振振幅（１９
０９）より比較的高い。基板プレート（１９０６）は更に、基板プレート（１９０６）の
長さ方向に対して垂直方向に延在する延長部（１９０４）を備えていることが分かる。延
長部（１９０４）は、その遠位端部（１９１０）で基板（１９０６）に取り付けられて延
長部（１９０４）の第２端部（１９１１）で自由に発振する片持ち梁として機能する。自
由端部（１９１１）は、変換器（１９０２）及び（１９０３）の発振と比較して、比較的
高い振幅（１９０７）で発振する。延長部（１９０４）は更に、延長部（１９０４）の近
位縁に沿って画定される溝又は切痕、例えばＶ字溝（１９０５）を備え、これは変換器に
アンプルを固定するために使用できる。片持ち梁（１９０４）の固有周波数は変換器（１
９００）の固有周波数に等しいことが好ましい。
【００８２】
　上述の開示された発明の応用は、説明した実施形態に限定されるものではないが、他の
応用及び用途がいくつあってもよい。本発明を実施するための上述の方法及び装置の改変
、ならびに当業者に自明である本発明の態様の変更は、本開示の範囲内にあることを意図
している。更に、実施例間の態様の様々な組み合わせも考えられ、それらは本開示の範囲
内にあるとも考えられる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】
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【図７Ｂ】
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【図８Ａ】
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【図９Ａ】



(22) JP 2018-515153 A 2018.6.14

【図１０】
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【図１３】
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【図１５】

【図１６】
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【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月4日(2017.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液剤を放出するための装置であって、
　前記装置は、
　選択した周波数で振動するように構成した圧電式作動装置、
　分注する液剤を収容するアンプル、および、
　振動伝達させる前記アンプルを前記圧電式作動装置と取り外し可能に接続するように構
成した取付け機構を、備え、
　前記アンプルは、液剤リザーバ及び孔を備え、
　前記アンプルは、前記圧電式作動装置に接続したときに所定の配向に位置合わせするこ
とを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記圧電式作動装置は基板プレート、及び前記プレートに取り付けた１つ以上の圧電セ
ラミック素子から成り、前記１つ以上の圧電セラミック素子は、前記圧電式作動装置の共
振周波数で動作可能であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記変換器の共振周波数は前記基板の長軸に沿って前記基板を伸縮させる振動モードを
付与することを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記基板はアルミニウム又は炭素鋼から製造されるプレートを備えることを特徴とする
請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記圧電セラミック素子は前記基板の反対側の表面に固定することを特徴とする請求項
２に記載の装置。
【請求項６】
　前記圧電セラミック素子が複数あれば同じ極性配向及び電気的接続を有し、それにより
前記プレートらは同時に、かつそれらの間の位相変位を伴わずに伸縮することを特徴とす
る請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記液剤リザーバは眼科組成物を収容することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記液剤リザーバの体積は約３０００μＬであることを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項９】
　前記孔を封止するように構成した遮断弁を更に備えることを特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項１０】
　前記プレートの固有周波数と等しい周波数で前記圧電セラミック素子を作動するように
構成した信号発生器を更に備えることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１１】
　前記プレートの固有周波数は前記プレートの長軸方向固有周波数を含むことを特徴とす
る請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
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　前記信号発生器は前記アンプルを作動し、７～１０マイクロリットルの用量を送達する
ように構成していることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記信号発生器は５０～１０００ｍｓの間、前記アンプルを作動するように構成してい
ることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記信号発生器は液剤の連続流の形態で前記孔から液剤を分注するように構成している
ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記孔を目の表面に位置合わせするための光学固定具を更に備え、前記光学固定具は前
記孔に対して平行かつ補正位置にある光源を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置
。
【請求項１６】
　補正値は３～２０ｍｍであることを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　液剤を放出するための装置であって、
　前記装置は、
　平坦な基板を画定する変換器を有する収容部、
　前記基板に取り付けられた１つ以上の圧電式作動装置であって、前記１つ以上の作動装
置はプラットホームの平面内で長軸方向に振動するように構成している、圧電式作動装置
、
　前記プラットホームに固定するように構成し、導管を有し、孔を前記導管の第１端部に
て画定し、液剤リザーバを前記導管の第２端部の近傍又は第２端部にて画定する液剤パッ
ケージ、及び、
　前記液剤パッケージが前記プラットホームに固定されているときに前記収容部内部又は
収容部上に、かつ前記孔の近位に配置され、前記導管に対して補正位置で平行に位置合わ
せして配置された光源、を備えることを特徴とする装置。
【請求項１８】
　前記液剤パッケージは前記プラットホームから取り外し可能に固定することが可能であ
り、それにより前記液剤パッケージは前記プラットホームに固定した時に所定の配向に位
置合わせされることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記液剤パッケージは、所定の配向で前記液剤パッケージを前記プラットホームに位置
合わせする１つ以上のマグネットを介して取り外し可能に固定することが可能であること
を特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記１つ以上の作動装置の作動により、前記導管を通る１つ以上の音響パルスが前記孔
を通過して前記液剤を排出することを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　補正値は３～２０ｍｍであることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記１つ以上の作動装置は前記プラットホームの反対側の表面に固定した２つの圧電セ
ラミックプレートを備えることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　前記圧電セラミックプレートらは同じ極性配向及び電気的接続を有し、それにより前記
プレートらは同時に、かつそれらの間の位相変位を伴わずに伸縮することを特徴とする請
求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記液剤リザーバは眼科組成物を収容することを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項２５】
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　前記液剤リザーバの体積は約３０００μＬであることを特徴とする請求項１７に記載の
装置。
【請求項２６】
　前記孔を封止するように構成した遮断弁を更に備えることを特徴とする請求項１７に記
載の装置。
【請求項２７】
　前記プラットホームの固有長軸方向周波数と等しい周波数で前記プラットホームを作動
するように構成したパルス発生器を更に備えることを特徴とする請求項１７に記載の装置
。
【請求項２８】
　前記パルス発生器は前記液剤パッケージを作動し、７～１０マイクロリットルの用量を
送達するように構成していることを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記パルス発生器は５０～１０００ｍｓの間、前記液剤パッケージを作動するように構
成していることを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項３０】
　前記信号発生器は液剤の連続流の形態で前記孔から液剤を分注するように構成している
ことを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項３１】
　液剤を放出するための装置であって、
　前記装置は、
　平面を画定するプラットホームを有する収容部、
　前記プラットホームの第１部分に固定した１つ以上の作動装置であって、前記１つ以上
の作動装置は前記プラットホームの平面内で長軸方向に振動するように構成している、作
動装置、
　導管を有する液剤パッケージであって、前記液剤パッケージは孔を前記導管の第１端部
にて画定し、液剤リザーバを前記導管の第２端部の近傍又は第２端部にて画定する、液剤
パッケージ、
　前期プラットホームの第２部分に固定した第１取付け機構、及び、
　前記薬物パッケージに固定した第２取付け機構、を備え、
　前記第２取付け機構は対応する方式で前記第１取付け機構と取り外し可能に接続するよ
うに構成し、それにより前記薬物パッケージは所定の配向で前記収容部に位置合わせする
ことを特徴とする装置。
【請求項３２】
　前記液剤パッケージが前記プラットホームに固定されているときに前記収容部の内部又
はその上に、かつ前記孔に近接させて配置した光源を更に備え、前記光源は前記導管に対
して補正位置で平行に位置合わせして配置されていることを特徴とする請求項３１に記載
の装置。
【請求項３３】
　補正値は３～２０ｍｍであることを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記プラットホームに固定した時に所定の配向に前記液剤パッケージを位置合わせでき
るように、前記液剤パッケージは前記プラットホームから取り外し可能に固定できること
を特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　前記１つ以上の作動装置の作動により、前記導管を通る１つ以上の音響パルスが前記孔
を通過して前記液剤を排出させることを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　前記１つ以上の作動装置は前記プラットホームの反対側の表面に固定した２つの圧電セ
ラミックプレートを備えることを特徴とする請求項３１に記載の装置。
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【請求項３７】
　前記圧電セラミックプレートらは同じ極性配向及び電気的接続を有し、それにより前記
プレートらは同時に、かつそれらの間の位相変位を伴わずに伸縮することを特徴とする請
求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記液剤リザーバは眼科組成物を含むことを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
　前記液剤リザーバの体積は約３０００μＬであることを特徴とする請求項３１に記載の
装置。
【請求項４０】
　前記孔を封止するように構成した遮断弁を更に備えることを特徴とする請求項３１に記
載の装置。
【請求項４１】
　前記プラットホームの固有長軸方向周波数と等しい周波数で前記プラットホームを作動
するように構成したパルス発生器を更に備えることを特徴とする請求項３１に記載の装置
。
【請求項４２】
　前記パルス発生器は前記液剤パッケージを作動し、７～１０マイクロリットルの用量を
送達するように構成していることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記パルス発生器は５０～１０００ｍｓの間、前記液剤パッケージを作動するように構
成していることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記パルス発生器は液剤の連続流の形態で前記孔から液剤を分注するように構成してい
ることを特徴とする請求項４１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記第１取付け機構及び／又は第２取付け機構はマグネットから成ることを特徴とする
請求項３１に記載の装置。
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